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北広島市国民健康保険運営協議会会議録 

  

1 会議名  令和 4 年度 第２回北広島市国民健康保険運営協議会 

2 日 時  令和 4 年 12 月 1 日（木） 午後 6 時 00 分～午後 6 時 20 分 

3 会 場  市役所１階多目的室１・２ 

4 出席者   

委 員 ：川島会長、伊東委員、今井委員、奥田委員、葛西委員 

事務局等：奥山保健福祉部長 

（債権管理課）林課長 

（健康推進課）影久課長、浜山主査 

（保険年金課）三澤課長、木下主査、佐藤主査、小松主任 

 

会議内容 

・審議事項 

（1） 国民健康保険税率について 

（2） 国民健康保険税課税限度額について 

 

 

開 会（午後 6 時 00 分） 

 

○事務局 

本日は、お忙しいところ、また、新型コロナウイルス感染症の影響が続く中、お集ま

りいただき、ありがとうございます。 

皆様おそろいですので、ただいまから令和４年度第２回国民健康保険運営協議会を

開会いたします。 

それでは、会議次第２「北広島市国民健康保険税についての諮問」でございます。 

川島会長、机の前方に移動していただいてよろしいでしょうか。 

上野市長から諮問書をお渡しいたします。どうぞ、よろしくお願いいたします。 

 

（市長から会長へ諮問書を手渡し） 

 

○事務局 

次に、次第に従いまして川島会長よりご挨拶をお願いいたします。 

 

（会長挨拶） 
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○事務局 

ありがとうございました。 

ここで、上野市長は公務のため、退席させていただきます。 

 

（市長退出） 

 

○事務局 

それでは、議事に入ります前に、本日の会議の成立についてご報告いたします。 

委員定数７名のうち５名が出席しており、定数の半数を超えていることから、北広島

市国民健康保険運営協議会規則第 4 条第 5 項の規定による会議開催の要件を満たして

おりますことをご報告いたします。 

ここからは議長である川島会長に議事の進行をお願いいたします。 

 

○会長 

それでは、まず本日の会議録署名委員の指名ですが、私の方から指名をさせていただ

きます。今井(いまい)委員、奥田(おくだ)委員にお願いいたします。 

まず、議事に入ります前に、本協議会の傍聴についてですが、希望があった場合は許

可することとしたいと思いますが、ご異議ございませんでしょうか。 

 

（異議なしの声） 

 

○会長 

では、傍聴の希望があった場合は許可することといたします。 

また、会議録につきましては、署名委員にご確認いただいた上で、市のホ－ムペ－ジ

にて公開させていただきますので、よろしくお願いいたします。 

 

それでは、議事に入ります。 

会議次第 4、審議事項第 1 号の「国民健康保険税率について」でございます。 

事務局から説明をお願いします。 

 

○事務局 

それでは、審議事項（１）国民健康保険税率についてご説明いたします。 

お手元の資料、「国民健康保険税率について」をご覧ください。 

 

令和 4 年 11 月 15 日に、北海道から、仮係数による国保事業費納付金の算定結果が

示されましたので、ご報告させていただきます。 
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まず、資料の説明に入ります前に、簡単にこの「国保事業費納付金」について説明さ

せていただきます。平成 30 年度に新たな国保制度として「都道府県単位化」が始まり

国民健康保険の財政運営の責任主体が市町村から都道府県となったことに伴いまして、

北海道が保険給付に必要な費用の全額を市町村に支払う代わりに、市町村は道が算定

する「国保事業費納付金」を納付する仕組みとなりました。 

この道に納付する「国保事業費納付金」の財源の一部は加入者皆様の保険税でありま

すので、毎年、必要額の保険税を確保するために税率等の見直しを行っているところで

あります。 

では、資料の説明に入らせていただきます。 

 

まず、１番 国保事業費納付金（仮係数）算定結果についてでありますが、１つめの

表の１番下、北広島市における令和４年度の確定納付金合計が 15 億 113 万 235 円に

対し、令和５年度の仮係数に基づく納付金合計は 15 億 1,573 万 5,215 円と、前年度と

比較して 1,460 万 4,980 円の増額となっております。 

また、２つ目の表の１人あたり負担額につきましても、令和 5 年度は 13 万 8,033 円

となり、前年度と比較して 7,557 円の負担増となっております。 

 

次に２番、当市の納付金が増額となった主な理由につきましては、まず一つ目として

北海道全体の納付金が増額となったことであります。これは、後期高齢者人口の増加を

起因とした後期高齢者支援金の増額や、国からの交付金等が減額されたことによるも

のであります。 

次に２つ目としましては、納付金の減額要素となる激変緩和措置の額について、前年

と比較して約 730 万円減額していることによるものです。 

具体的な金額を申し上げますと、前年が 1,093 万 7,755 円措置されていたのに対し、

令和 5 年度は 364 万 5,919 円措置されたところであります。 

この激変緩和措置は令和３年度から段階的に減額されており、令和５年度が最終年

となっております。 

 

それでは、次に３番 現行税率で据え置きした場合の見込みをご覧ください。 

まず、現行税率で据え置いた場合の保険税収納見込額について、ｄとして中ほどに記

載がありますが、8 億 6,189 万 8 千円となりました。それに対しまして、納付金 a 15

億 1,573 万 5 千円から、加算・減算するものとしてｂ、主なものはカッコ書きで下に記

載のとおりで、納付金に上乗せする加算分としては「保険税還付金」、「特定健診等保健

事業費」がございますが、「特定健診等保健事業費」は一般会計から全額繰り入れるこ

とで納付金の負担軽減を図っているところでありますので、実際の上乗せはありませ

ん。また、納付金から差し引く減算分としては、いわゆる国・道からの交付金や一般会

計繰入金、滞納繰越分の保険税などがあり、これらを合計すると納付金への加算・減算
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ｂとしてはマイナス 5 億 4,128 万円となり、結果、「保険税必要額ｃ」は、9 億 7,445

万 5 千円となりました。 

従いまして、先ほどご説明いたしました現行税率での収納見込額ｄと比較したとこ

ろ、差し引き 1 億 1,255 万 7 千円の収納不足が見込まれる結果となったところでござ

います。 

 

不足が見込まれる理由としましては、国保の被保険者数が減少傾向にあるにも関わ

らず納付金が増額となったことや、近年、収納率が高い水準を維持していることから滞

納繰越分や延滞金などの保険税の税収が減少していることによるものであります。 

 

次に、４番 今後のスケジュールについてですが、今回は仮係数を用いた納付金額と

なっておりますが、令和５年 1 月中旬には、確定係数を用いた最終的な納付金の確定

値が示されます。 

令和５年度の税率につきましては、その１月に示される納付金の確定値をもって見

直しを行っていくこととなりますので、今回は、経過報告となります。 

そのため、この審議案件は持ち越しとさせていただき、算定結果が出た 1 月中旬以

降に改めて皆さまに新税率案をお示してご審議をいただきたいと考えておりますので、

よろしくお願いいたします。 

説明は以上になります。 

 

 

○会長 

ただいま事務局から「北広島市国民健康保険税率について」の説明をいただきまし

た。ご質問やご意見などはございませんか。 

説明の中で分からないことや、確認したいこと等何でも結構でございます。いかがで

しょうか。 

 

（質問・意見なし） 

 

○会長 

 今回の説明内容につきましては、よろしいでしょうか。 

事務局の説明にありましたように、1 月に再度審議を行うということでしたので、皆

さまよろしくお願いします。 

 

次に、審議事項第２号の「国民健康保険税 課税限度額について」でございます。 

事務局から説明をお願いします。 
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○事務局 

それでは、審議事項（２）国民健康保険税 課税限度額についてご説明いたします。 

お手元の資料「国民健康保険税課税限度額について」をご覧ください。 

 

まず、１つ目のまる、課税限度額については、国の定める法定課税限度額の範囲内で

市町村が決定することとなっております。 

次に、２つめのまるについてですが、北広島市では、国の 1 年遅れで改正する方針

としております。 

この度の諮問としましては、令和 5 年度の北広島市課税限度額について、令和 4 年

度の法定課税限度額に改定するというものです。 

 

１の課税限度額の改正経過の図をご覧ください。 

上が国の法定限度額の改正経過で、斜めの矢印の先が北広島市の改正経過となって

おり、この図のとおりこれまで１年遅れで改正しております。 

今回の諮問内容としましては、太枠で囲っている部分ですが、令和 4 年度の国の法

定限度額が、医療分で 63 万円から 65 万円に 2 万円引き上げ、後期分も 19 万円から

20 万円に 1 万円引き上げ、介護分は 17 万円で据え置きとなっており、合計で 99 万円

から 102 万円に 3 万円引き上げられたことから、北広島市の課税限度額も令和５年度

分から改正したいというものです。 

 

２の課税限度額の改定に伴う影響等をご覧ください。 

これは、令和４年度の当初賦課データから影響額を推計したものです。 

（１）の影響見込みについてですが、影響世帯数について医療分は 64 世帯・後期分

は 75 世帯となっており、影響世帯割合については全体で 1.7％と見込んでおり、        

調定額につきましても、医療分で 124 万 4 千円、後期分で 71 万 6 千円、あわせて 196

万円の増額と見込んでおります。 

最後に（２）道内市の状況でありますが、道内 35 市のうち８割にあたる 28 市にお

いては既に令和４年度から国の法定限度額に改正しております。 

石狩管内 5 市の状況については、令和４年度に改正済の市が札幌市と千歳市、令和

５年度に改正予定が江別市、恵庭市、石狩市となっており、令和５年度には石狩管内全

市が引き上げとなる予定であります。 

 

以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

 

○会長 

 ただいま事務局から「国民健康保険税課税限度額について」の説明をいただきまし
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た。ご質問やご意見などはございませんか。 

説明の中で分からないことや、確認したいこと等何でも結構でございます。いかがで

しょうか。 

 

（質問・意見なし） 

 

○会長 

「国民健康保険税 課税限度額について」、この諮問事項については、おおむね同意さ

れているというように感じておりますが、それでよろしいでしょうか。 

 

（異議なしの声） 

 

○会長 

 では、審議事項第２号の「国民健康保険税 課税限度額について」は同意したものと

し、この度の諮問について原案のとおり承認するものとさせていただきたいと思いま

す。 

 この後の進め方については、どのようになるでしょうか。 

  

○事務局 

 国民健康保険税について、ご審議いただきありがとうございました。 

限度額につきましては、承認をいただきましたが、税率と限度額の 2 点について諮

問させていただいておりますので、次回の税率の審議が終わりましてから、合わせて正

式に答申書としていただきたいと思います。 

 

○会長 

 皆様よろしいでしょうか。では、そのように進めてまいりたいと思います。 

最後に その他の事項について事務局からお願いします。  

 

○事務局 

先ほど申し上げましたが、次回の協議会は、確定係数による算定結果が示される 1 月

中旬以降の開催となりますが、前回同様、日程確認表をお配りしております。 

お手数をおかけいたしますが、12 月 16 日までに、返信用封筒にてご回答いただけれ

ばと思います。 

よろしくお願いいたします。 

事務局からは、以上でございます。 
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○会長 

委員の皆さんからは、何かありますか。 

 

(「なし」の声) 

 

それでは、以上をもちまして、協議会を終了いたします。 

本日はおつかれさまでした。 

 

 

閉 会（午後 6 時 20 分） 


